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北海道・三陸沖後発地震注意情報発表に伴う防災体制の確保等について 

 

平素より本会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和 8 年 4 月 20 日（月）に三陸沖で発生した地震につきまして、気象庁よ

り「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。 

この地震は、国の基本計画である「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推

進基本計画」に定められた後発地震注意情報の発表基準を満たす規模であり、北海道

の根室沖から東北地方の三陸沖にかけての巨大地震の想定震源域において、新たな大

規模地震の発生可能性が平常時と比べ相対的に高まっているとされています。 

当会では、災害対策基本法及び日本海溝法等に基づく防災業務計画を策定しており、 

同計画第９条において、大規模災害発生時には、各都道府県協会と連絡を密に取り、

関係行政機関からの要請事項への対応を行うこととしています。 

 また、同計画第 15 条では、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域

として指定されている都道府県建設業協会は独自に定める防災業務計画等を踏まえ、

適時適切な対応を行うことともしています。 

つきましては、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域（7 道県）に

おける各道県建設業協会におかれましては、防災体制の確保、災害への備えを徹底し

ていただきますよう、お願いいたします。 

以 上 

 

 



 

 

 

参考 1  ：北海道・三陸沖後発地震注意情報について 

参考 2  ：防災業務計画（全国建設業協会 令和 7年 1月 20日改定版） 

参考 URL ：北海道・三陸沖後発地震注意情報について | 気象庁 
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